
議第１１号 

高島市児童発達支援施設の設置および管理に関する条例の一部を改正する

条例案 

上記の議案を提出する。 

令和５年２月２１日 

高島市長 福 井 正 明 

                                                                        

 

高島市児童発達支援施設の設置および管理に関する条例の一部を改正

する条例 

 

高島市児童発達支援施設の設置および管理に関する条例（令和２年高島市

条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第１項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

付 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 


